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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つの可動軸を基準に、他の少なくとも１つの可動軸を同期軸として、少なくとも２つ
の可動軸を同期制御する同期制御装置において、
時々刻々各可動軸の位置を求める位置検出手段と、
前記同期制御を行う可動軸間の位置の同期関係、許容ずれ量、同期関係の確認開始条件、
同期関係の確認終了条件および許容ずれ量超過時の動作の情報を１組以上記憶する記憶手
段と、
前記記憶手段に記憶した前記情報の中から１組の情報を選択する選択手段と、
前記選択手段にて選択した前記情報の同期関係の確認開始条件を満たしているかどうかを
判断する同期関係確認開始判断手段と、
前記同期関係確認開始判断手段にて同期関係の確認が開始された後に、前記位置検出手段
で求められた前記基準とした可動軸の位置に対して、前記選択手段で選択された１組の情
報での対応する前記同期関係により求められる他の可動軸の位置と、前記位置検出手段で
求められた当該他の軸の位置との間のずれが、前記許容ずれ量の範囲内にあるかを検出す
るずれ検出手段と、
前記ずれ検出手段にて異常を検出したとき、前記許容ずれ量超過時の動作を実行する異常
時動作手段と、
同期関係の確認が開始された後に同期関係確認の終了条件を満たしているかどうかを判断
し、条件が満たされた場合、同期関係が正常状態か否かの確認を終了する同期関係確認終
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了手段と、
を有することを特徴とする同期制御装置。
【請求項２】
　前記同期制御と、同期関係の確認を並行して実行することを特徴とする請求項１に記載
の同期制御装置。
【請求項３】
　前記同期制御と並行して実行される同期関係の確認は、信号入力、またはプログラム指
令の何れかによって実行されることを特徴とする請求項２記載の同期制御装置。
【請求項４】
　前記同期制御を行う可動軸間の位置の同期関係には、区間と該区間における可動軸間の
同期関係式で構成されている請求項１に記載の同期制御装置。
【請求項５】
　前記区間は、１以上設定記憶されている請求項４に記載の同期制御装置。
【請求項６】
　前記記憶手段に記憶される前記同期関係の確認開始条件、同期関係の確認終了条件は、
相対あるいは絶対時刻、指令された１以上の軸の位置、信号状態の何れか１つ以上の条件
を指定することを特徴とする請求項１に記載の同期制御装置。
【請求項７】
　各可動軸の速度を検出する速度検出手段を備え、前記記憶手段に記憶される前記同期関
係の確認開始条件、同期関係の確認終了条件は、該速度検出手段で検出される速度を指定
することを特徴とする請求項１に記載の同期制御装置。
【請求項８】
　前記記憶手段に記憶される前記可動軸間の位置の同期関係は、実際の可動軸の位置情報
、指令位置情報、時間情報の何れかが指定可能であることを特徴とする請求項１に記載の
同期制御装置。
【請求項９】
　前記記憶手段に記憶される前記可動軸間の位置の同期関係は、同期関係のある各軸の位
置情報を点列で指定し、該点列をつなぐ式で指定することで軌跡を指定することを特徴と
する請求項１に記載の同期制御装置。
【請求項１０】
　前記点列において、各々の２点間での許容ずれ量を距離情報または関係式として指定す
ることを特徴とする請求項９に記載の同期制御装置。
【請求項１１】
　前記異常時動作手段での動作はプログラム指令であって、該指令に基づいて設定記憶さ
れている制御プログラムを実行することを特徴とする請求項１に記載の同期制御装置。
【請求項１２】
　同期関係の確認を実行中に、信号あるいはプログラムにより同期関係確認を中止可能で
あることを特徴とする請求項１に記載の同期制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サーボモータで駆動される可動軸を複数備え、これら可動軸の同期をとる工
作機械や産業機械等の機械や装置、設備において、同期関係を確認する同期制御装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　工作機械や産業機械においては、可動部を駆動する軸である可動軸を複数備え、これら
複数の可動軸間で協調して動作を行う場合がある。例えば、カッターで移動するワークを
所望の位置で切断する場合、ワークを駆動する可動軸とカッターを駆動する可動軸は、切
断開始から終了まで可動軸間の同期関係が保持される必要があるが、それ以外の区間では
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同期をとる必要がない。このように、複数の可動軸間で同期関係を保持する必要のある区
間では、その同期関係をチェックする必要があった。　
　従来、この複数の可動軸間で同期関係をチェックするのに、各可動軸の指令に対する遅
れ量である位置偏差量の値が最大値を超えていないか、すなわち、指令通りに各可動軸が
動作しているかをチェックしていた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来から行われている位置偏差量による同期関係のチェックは、各々の可動軸が指令通
りに動作しているか否かのチェックであり、個別のチェックである。プログラムミスなど
で指令自体に誤りがあった場合には、各可動軸は指令どおりに動作しているが、同期関係
が崩れている場合が生じ、同期関係のチェックはできなくなるという問題がある。　
　又、位置偏差量は指令に対する逸脱量を表すもので、通常最大値を超過すると、アラー
ムとなり、プログラムが停止するため、回避動作などをすぐに実行できないという問題が
ある。
【０００４】
　そこで、本発明の目的は、所望する精度の同期状態になっているかを容易に確認できる
同期制御装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　請求項１に係わる発明は、１つの可動軸を基準に、他の少なくとも１つの可動軸を同期
軸として、少なくとも２つの可動軸を同期制御する同期制御装置において、時々刻々各可
動軸の位置を求める位置検出手段と、前記同期制御を行う可動軸間の位置の同期関係、許
容ずれ量、同期関係の確認開始条件、同期関係の確認終了条件および許容ずれ量超過時の
動作の情報を１組以上記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶した前記情報の中から１
組の情報を選択する選択手段と、前記選択手段にて選択した前記情報の同期関係の確認開
始条件を満たしているかどうかを判断する同期関係確認開始判断手段と、前記同期関係確
認開始判断手段にて同期関係の確認が開始された後に、前記位置検出手段で求められた前
記基準とした可動軸の位置に対して、前記選択手段で選択された１組の情報での対応する
前記同期関係により求められる他の可動軸の位置と、前記位置検出手段で求められた当該
他の軸の位置との間のずれが、前記許容ずれ量の範囲内にあるかを検出するずれ検出手段
と、前記ずれ検出手段にて異常を検出したとき、前記許容ずれ量超過時の動作を実行する
異常時動作手段と、同期関係の確認が開始された後に同期関係確認の終了条件を満たして
いるかどうかを判断し、条件が満たされた場合、同期関係が正常状態か否かの確認を終了
する同期関係確認終了手段とを有し、同期関係が許容ずれ量内にあるか確認できるように
したことを特徴とする同期制御装置である。
【０００７】
　請求項２に係わる発明は、前記同期制御と、同期関係の確認を並行して実行することを
特徴とするものであり、請求項３に係わる発明は、前記同期制御と並行して実行される同
期関係の確認を、信号入力、またはプログラム指令の何れかによって実行するようにした
ことを特徴とするものである。又、請求項４に係わる発明は、前記同期制御を行う可動軸
間の位置の同期関係を、区間と該区間における可動軸間の同期関係式で構成しているもの
である。更に、請求項５に係わる発明は、前記区間を、１以上設定記憶されているもので
ある。
【０００８】
　請求項６に係わる発明は、前記記憶手段に記憶される前記同期関係の確認開始条件、同
期関係の確認終了条件を、相対あるいは絶対時刻、指令された１以上の軸の位置、信号状
態の何れか１つ以上の条件を指定するようにしたものである。また、請求項７に係わる発
明は、各可動軸の速度を検出する速度検出手段を備え、前記記憶手段に記憶される前記同
期関係の確認開始条件、同期関係の確認終了条件を、該速度検出手段で検出される速度を
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指定するようにしたものである。請求項８に係わる発明は、前記記憶手段に記憶される前
記可動軸間の位置の同期関係を、実際の可動軸の位置情報、指令位置情報、時間情報の何
れかを指定して可能とした。請求項９に係わる発明は、前記記憶手段に記憶される前記可
動軸間の位置の同期関係を、同期関係のある各軸の位置情報を点列で指定し、該点列をつ
なぐ式で指定することで軌跡を指定するものとした。さらに、請求項１０に係わる発明は
、前記点列において、各々の２点間での許容ずれ量を距離情報または関係式として指定す
るものとした。請求項１１に係わる発明においては、前記異常時動作手段での動作はプロ
グラム指令であって、該指令に基づいて設定記憶されている制御プログラムを実行するも
のとした。請求項１２に係わる発明は、同期関係の確認を実行中に、信号あるいはプログ
ラムにより同期関係確認を中止可能としたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　同期制御されている可動軸が所望の精度の同期状態であるかを簡単に確認できる。更に
、必要とする区間のみをも所望の精度の同期状態を確認できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の一実施形態について図面と共に説明する。　
　図１は、本発明の一実施形態の同期制御装置１００の要部ブロック図である。ＣＰＵ１
１は同期制御装置１００を全体的に制御するプロセッサである。ＣＰＵ１１は、ＲＯＭ１
２に格納されたシステムプログラムを、バス１９を介して読み出し、該システムプログラ
ムに従って同期制御装置全体を制御する。ＲＡＭ１３には一時的な計算データや表示デー
タ及びＣＲＴや液晶等で構成される表示器とキーボード等で構成される手動入力手段とか
らなる表示器／手動入力ユニット２０を介してオペレータが入力した各種データが格納さ
れる。ＣＭＯＳメモリ１４は図示しないバッテリでバックアップされ、同期制御装置１０
０の電源がオフされても記憶状態が保持される不揮発性メモリとして構成される。ＣＭＯ
Ｓメモリ１４中には、インターフェイス１５を介して読み込まれた動作プログラムや表示
器／手動入力ユニット２０を介して入力された動作プログラム、後述する同期関係情報等
が設定入力され記憶されている。
【００１１】
　インターフェイス１５は、同期制御装置１００と外部機器との接続を可能とするもので
ある。ＰＭＣ（プログラマブル・マシン・コントローラ）１６は、同期制御装置１００に
内蔵されたシーケンスプログラムで制御対象物の機械やその補助装置にＩ／Ｏユニット１
７を介して信号を出力し制御する。　
　機械の各可動軸に対する軸制御回路３０-1～３０-nはＣＰＵ１１からの各可動軸の移動
指令と各可動軸の各々のサーボモータ５０-1～５０-nに設けられた位置・速度検出器６０
-1～６０-nからの位置、速度フィードバック信号とにより、位置・速度のフィードバック
制御を行い、各可動軸の指令をサーボアンプ４０-1～４０-nに出力する。サーボアンプ４
０-1～４０-nはこの指令を受けて、機械（制御対象物）の各可動軸のサーボモータ５０-1
～５０-nを駆動する。なお、この同期制御装置１００の構成は、従来から公知の数値制御
装置の構成とほぼ同一である。
【００１２】
　図２は、この同期制御装置のＣＭＯＳメモリ１４に格納する同期関係情報の説明図であ
る。なお、この図２では、表形式を採用しているが、プログラム指令による設定など設定
の方式は問わない。同期関係情報は、次のような要素により構成される。
（１）基準となるマスタ軸を指定する。（図２の例ではＸ軸（例えば第１のサーボモータ
５０-1で駆動される軸）を指定している。）
（２）マスタ軸と同期するスレーブ軸で同期関係の確認が必要となる可動軸を指定する。
図２では１つの軸を指定しているが、複数を指定してもよいものである。（図２の例では
、Ｙ軸（第２のサーボモータ５０-2で駆動される可動軸）を指定している。）
（３）マスタ軸／スレーブ軸の同期関係を確認する区間を指定する。この区間は複数指定
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することもできる。（図２の例では、Ｘ軸10.000～20.000でＹ軸20.000～50.000を区間１
として指定している。）
（４）前記各同期関係確認区間をつなぐ関係式を指定する。各２点間をつなぐ関係式を指
定することで、同期関係の理想的軌跡を定義する。上記（３）、（４）により、点列（区
間）とそれをつなぐ式を定義し、理想的な軌跡を指定することができる。図２で示す例で
はＹ＝３×Ｘ－１０．０が関係式として定義され設定されている。
（５）各同期関係確認区間における許容ずれ量を指定する。マスタ軸の位置に対して、上
記（４）で指定された関係式で求まるスレーブ軸の位置に対する、実際のＹ軸の許容ずれ
量を指定する。なお、図２の例では、定数で範囲を指定しているが、式によって指定して
もよい。
【００１３】
（６）同期関係確認区間でチェックする位置情報の種類を指定する。フィードバック位置
（実位置）か指令上の位置かを指定することが可能としている。図２の例ではＸ，Ｙ軸と
も実位置（フィードバック位置）を指定している。
（７）本同期関係情報が呼び出された場合の同期関係確認処理の開始条件を指定する。指
令が入力されると『即時開始』、『マスタ軸がある区間に来たら開始』『スレーブ軸があ
る区間に来たら開始』『指定された信号が指定された状態になったら開始』などの条件が
選択できる。（図２では、マスタ軸の位置が10.000～11.000の区間に来たらチェックを開
始するような指定をしている。）
（８）本同期関係情報を使用して同期関係確認中に、同期関係確認処理を終了する条件を
指定する。『マスタ軸がある区間に来たら終了』『スレーブ軸がある区間に来たら終了』
『指定された信号が指定された状態になったら終了』などの条件が選択できる。（図２で
は、マスタ軸の位置が20.000以上になったら同期関係確認処理を終了するような指定をし
ている。）
（９）本同期関係チェック中に許容ずれ量を超過した場合の動作を指定する。動作として
は、『指定信号オン』『指定信号オフ』『プログラム中止』『マスタ軸の減速』『指定プ
ログラムの実行』『軸停止』など必要な条件を１つ又は複数呼び出すことができる。例え
ば、『プログラムの停止』と『指定プログラムの実行』を指定し、指定プログラムに退避
プログラムを登録しておけば、チェックエラー検出時に現在の動作プログラムを中止して
退避プログラムを実行することが可能となる。（図２では、マスタ軸、スレーブ軸を軸停
止し、信号OUT1を”1”にすることによりアラーム状態を信号で知らせるような指定をし
ている。）
　上記同期関係情報の設定記憶に基づいて、同期関係確認処理の開始条件と終了条件で指
定した区間であって同期関係で指定した区間において、その区間に対して設定された関係
式で求められる同期制御される可動軸の関係（位置関係）が、設定許容ずれ量内か確認さ
れるものである。
【００１４】
　以上のように、同期関係情報を各動作毎に複数設定し、この同期関係情報番号等を付し
て記憶させておく。　
　図３は、図２に示した例のような同期関係情報を設定した場合のチェックされる区間に
ついて図示したものである。（Ｘ，Ｙ）= (+10.000, +20.000) ～ (+20.000, +50.000)の
区間において図の網掛けで示された部分が許容される動作範囲であることを示している。
図４は、逆に通ってはいけない領域を網掛けした図である。網掛け部を通過した場合、例
えば物損などを起こし危険であるようなことを想定している。よって、網掛け以外のとこ
ろはどういう経路で移動しても問題ないので、例えば、図４の経路Ａでも経路Ｂでも動作
上問題ないこととなる。
【００１５】
　図５は、マスタ軸の動作プログラム例である。図６は、スレーブ軸の動作プログラム例
である。図５のＮ２のブロックでのＭ５５は補助機能命令であり、この補助機能命令が読
み出されると、ＣＰＵ１１はＰＭＣ１６にこの補助機能命令を出力する。又、図６のプロ
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グラムで、Ｎ１１のブロックにおけるＧ１４６は同期開始指令であり、Ｒでマスタ軸の位
置を指定し、Ｑでその移動量を指定しているもので、このＮ１１のブロックの指令は『マ
スタ軸であるＸ軸の位置が10.0に来たら同期を開始し、その後マスタ軸が+10.の距離を移
動するまでスレーブ軸は同期する。マスタ軸が+10.0動いたときのスレーブ軸の移動量は+
30.0とし、その間のスレーブ軸の移動量はマスタ軸の移動量に対する比例配分(10:30)で
ある』ことを意味するものである。
【００１６】
　本実施形態の同期制御装置１００のＣＰＵ１１は複数のプログラムを同時に並列して実
行可能なものであり、図５、図６の２プログラムを並列に実行するものである。例えば、
図６のプログラムを実行してＮ１０のブロックでＹ軸を位置20.000まで移動させ、Ｎ１１
のブロックでマスタ軸であるＸ軸の位置が10.000になるまで待つ。この時点で図５のプロ
グラムを実行するとＸ軸はＮ１のブロックで位置0.000に移動する。Ｎ２のブロックで補
助機能が実行され、ＰＭＣ１６にＭ５５の指令が出力されＰＭＣ１６でのラダープログラ
ム（信号制御）にて使用する同期関係情報番号を選択及び同期関係チェックの実行を指示
する。Ｎ３のブロックが実行されるとＸ軸は位置0.000から100.000まで速度1000で移動す
る。Ｎ１１で停止していた図６のプログラムは、Ｘ軸が10.000に到達した時点で同期を開
始しＸ軸が20.000に移動するまで同期を継続する。Ｙ軸は、Ｘ軸が20.000になったら同期
を終了し、Ｎ１２のブロック以降をＸ軸とは非同期で実行される。Ｘ軸は同期が解除され
た後も位置100.000まで定速で移動した後、Ｎ４のブロックを実行する。
【００１７】
　図７は、動作プログラムを実行するための処理の流れの一例をフローチャートにしたも
のである。ＣＰＵ１１は、プログラムの起動を受け付けると、先ず実行するプログラムで
最初に実行するブロックに読み出しポインタが来るよう初期化する(ステップＳ１)。読み
出しポインタの指しているブロックの情報を読み出し(ステップＳ２)、プログラム解析を
行い(ステップＳ３)、ブロックを実行する(ステップＳ４)。実行したブロックが終了した
かを監視し(ステップＳ５)、終了した場合には読み込みポインタを次ブロック更新する(
ステップＳ６)。読み出しブロックがまだ存在するか（プログラム終了まで来ていないか
）を確認し(ステップＳ７)、まだブロックが存在する場合にはステップＳ２からを繰り返
す。この処理が複数並列に実行され、例えば図５，６で示すような複数のプログラムが並
列して実行される。
【００１８】
　図８は、同期関係確認処理のフローチャートである。上述した動作処理の中で、図５の
ブロックＮ２の実行により補助機能が実行され、ラダープログラムにより同期関係確認処
理の実行が指示されることで、前述の図８に示す処理が並列で実行される。　
　先ず、同期関係確認処理の起動が受け付けられると、図２のようにあらかじめ登録され
た複数の同期関係情報の中から指定された同期関係情報を選択する（ステップＡ１）。次
にその同期関係情報にて指定されている開始条件が満たされたかをチェックする（ステッ
プＡ２）。開始条件が満たされていない場合には、満たされるまで待つ。開始条件が満た
されると同期関係のチェックが開始される。同期情報に指定されているマスタ軸／スレー
ブ軸の各位置情報を取得する（ステップＡ３）。同期関係情報に登録された区間情報のう
ち取得したマスタ軸の位置が属する区間を選択し、マスタ軸の位置情報とその選択区間に
おいての同期関係情報に登録された関係式からスレーブ軸の理想的な位置を算出する(ス
テップＡ４)。算出されたスレーブ軸の位置に対するステップＡ３で取得したスレーブ軸
の位置のずれ量を求め、このずれ量が、その区間においての同期関係情報に登録された許
容ずれ量以内におさまっているかをチェックする（ステップＡ５）。許容ずれ量以内であ
れば、同期関係チェック終了条件が満たされたかをチェックする（ステップＡ６）。同期
関係確認処理終了条件が満たされていない場合は、再度、ステップＡ３から繰り返し実行
する。
【００１９】
　終了条件が満たされた場合は、同期関係確認処理を終了する。又、ステップＡ５におい
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て許容ずれ量を超過した場合は、許容ずれ量超過時の動作に登録されている情報に従った
動作を実行し(ステップＡ７)、同期関係確認処理を終了する。
【００２０】
　図２の例を使って上記フローチャートで示した同期関係確認処理の動作を説明すると、
以下のようになる。尚、同期関係情報は同期関係情報１が指定されたものと仮定する。同
期関係情報1を選択し（ステップＡ１）、マスタ軸であるＸ軸の実位置（位置・速度検出
器６０-1からフィードバックされて来るＸ軸の位置）が10.000～11.000の範囲に入るまで
同期関係チェックの開始を待つ（ステップＡ２）。マスタ軸であるＸ軸が開始条件として
指定されている10.000～11.000の範囲に入ると、同期関係のチェックが開始されることと
なる。同期情報に指定されているマスタ軸（Ｘ軸）とスレーブ軸（Ｙ軸）の各可動軸の実
位置情報（フィードバックされてくる位置）を取得する（ステップＡ３）。マスタ軸であ
るＸ軸の位置が10.000～20.000の区間にいる場合、Ｙ軸の理想的な位置yは、Ｘ軸の実位
置をｘとすると 『ｙ＝３×ｘ－10.0』であることになる（ステップＡ４）。スレーブ軸
であるＹ軸の実際の位置とマスタ軸の位置から算出されたスレーブ軸の理想的な位置yの
差分が設定されている-1.000～1.000以内であるかをチェックし（ステップＡ５）、-1.00
0～1.000の範囲内であれば、終了条件のマスタ軸であるＸ軸の位置が20.000以上になった
か否かをチェックする（ステップＡ６）。終了条件が満たされなければ、同期関係確認処
理を繰り返す。これにより、図３の網掛け部の区間において、同期関係に異常が発生し誤
った経路を通過していないかのチェックを行うことが可能となる。また、同期関係確認処
理で、スレーブ軸であるＹ軸の実位置と理想的な位置ｙとの差分が-1.000～1.000の範囲
内にいないことを認識した場合、マスタ軸とスレーブ軸を停止させ信号OUT1をONすること
で異常を検出したことを通知する。
【００２１】
　上述した実施形態では、ラダープログラムを使用して、『どの同期関係情報を選択する
かの信号』と『同期関係確認の実行を指示する信号』を出力して同期関係確認動作を開始
したが、この同期関係確認動作指令をプログラム指令の１つのブロックとして書くことに
よって指令することもできる。以下この例を第２の実施形態として説明する。
【００２２】
　図９はその指令フォーマットの一例である。「Ｇ６５ Ｈ５００」は、その直前のブロ
ック実行開始直後に同期関係確認処理を起動するという指令である。なお、前のブロック
が存在しない場合には、即時実行することとなる。Ｐ１は、同期関係情報として同期関係
情報１を使用することを宣言しているものである。プログラム実行処理は、プログラム解
析処理にて同期関係確認処理実行用ブロックであることを認識したら、図８のような同期
関係確認処理を起動する。この例のようなフォーマットを準備しておけば、図５のプログ
ラムにてＮ２のブロックでラダープログラムを介して同期関係確認処理を実行していたの
を、図１０のようにプログラム指令のみの記述でよいものとなる。このように、ラダープ
ログラムを介して実行しなくとも起動できるようになるので、同期関係を確認したいブロ
ックの直後で指令することで、ラダープログラムなどでタイミングをとることなく、チェ
ックしたいブロックの開始とともに同期関係確認処理を開始することが可能となる。　
　例えば、図１０のＮ１００を実行することで、前述の同期関係確認処理が起動され、軸
移動指令と同期関係確認処理が並列で動作することとなる。
【００２３】
　さらに、プログラム内に図９のような同期関係確認処理の起動ブロックのみを記載して
おけば、同期関係確認処理が単独プログラムとしても実行可能である。複数のプログラム
が並列で実行できるシステムでは、可動軸の移動指令などの入った動作プログラムと同期
関係確認処理が別々のプログラムで並列実行可能となる。
【００２４】
　上述した、図２で示した例では、同期関係情報に記録する確認開始／終了条件について
マスタ軸、スレーブ軸の位置等によって決める例であったが、この開始条件／終了条件を
時間で指定することにより、『起動されたらすぐに開始』、『10秒後に実行』など時間で
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の開始を指定することも可能である。これにより、同期開始後の一定期間が若干不安定な
場合の同期関係確認を行わないような使用の仕方が可能となる。この場合、図８に示す同
期関係確認処理において、この処理が開始されたら直ちに、計時するタイマをスタートさ
せ、ステップＡ２で、設定開始条件の時間に達したか判断することになる。又、ステップ
Ａ６で、設定された終了条件の時間に達したかを判断することになる。
【００２５】
　また、開始条件／終了条件を信号の状態で指定することにより、同期制御装置自体が制
御していない情報に起因して同期関係確認の開始／終了を行わなければならない場合にも
対応可能となる。この場合、図８における処理において、ステップＡ２，Ａ６の処理が、
指定された信号が指定された状態かの判断処理にかわる。さらに、開始条件／終了条件を
指定されたある可動軸の速度で指定することにより、ある速度に達したら同期関係確認動
作を開始し、ある速度以下であったら同期関係確認は不要にするような制御も可能となる
。この場合も、図８における処理において、ステップＡ２，Ａ６の処理が、指定された可
動軸の速度（指令速度若しくはフィードバック速度）が指定された速度に達したかの判断
処理に代わるものである。
【００２６】
　図１１は、指令位置に対する実位置を監視するようにしたときの、同期関係情報として
、実位置と指令位置を組み合わせた例である。同期関係情報としての、「開始条件」、「
終了条件」、「許容ずれ量超過時の動作」については省略している。
【００２７】
　一般的に位置指令に対して実位置は遅れ気味で動作するので、軸動作中は指令位置と実
位置とは一致しない。数値制御装置は、この指令位置と実位置との差分を位置偏差量とし
て出力しており、この位置偏差量が許容値を越えた場合、指令通りに動作していないと判
断してアラームなどにしている。ただし、この許容値は最大速度に対する値を設定するの
が一般的で木目細かく区間毎に設定するものではない。図１１のように同一軸（Ｘ軸）の
指令位置と実位置を登録し、区間毎に異なる許容ずれ量を設定することが可能で、これは
区間毎に指令位置に対する許容誤差（おくれ量）を設定できることを意味する。これによ
り、速度を遅くする必要のある区間では、許容誤差を小さくし、速度が速くてもよい区間
では許容誤差を大きくするとか、同一速度であっても抵抗の大きい区間では許容誤差を大
きくし、抵抗の少ない区間では許容誤差を小さくするなど、木目細かい指定を行うことが
可能となり、指令通りに動作できていたかを確認できる精度が向上するものである。
【００２８】
　又、図１２は、所定時間帯における指令に対する追従性を監視するときの同期関係情報
の設定例である。マスタ軸としては時間が指定され、監視するスレーブ軸としてＸ軸の実
位置を指定した一例である。この例では、同期関係確認処理が開始されてから０．９秒後
から1秒後の間、Ｘ軸が所望の位置にいるかを確認するものである。すなわち、設定され
た関係式はＸ＝Ｔ×１０＋１０であることから、Ｔ＝０．９で、Ｘ＝１９．０００、Ｔ＝
１で、Ｘ＝２０．０００この２点間をＸ軸は移動するものとして、この関係式で求められ
たＸ軸の位置と実際の位置が比較されて設定された許容ずれ量-1.000～1.000内にあるか
判断されることになる。
【００２９】
　このような同期関係情報の設定は、例えば、位置情報を共有できない２つの制御装置か
ら同時に起動された軸動作指令が通常は何の同期関係もなく動作するが、ある時間帯のみ
干渉する可能性があるためそれを検出して回避するなどの用途で使用できるものである。
【００３０】
　また、許容ずれ量超過時の動作については、上述した例では、マスタ軸、スレーブ軸を
停止し、信号ＯＵＴ１をＯＮとするものであったが、回避動作を指定することもできるも
のである。例えば、回避動作としてある可動軸を逃がすような動作を行いたい場合は、許
容ずれ量超過時の動作にその回避動作を指令したプログラムを登録する。同期関係確認処
理は、許容ずれ量超過を検出すると指定されたプログラムを直ちに実行する。これにより
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【００３１】
　また、通常、同期関係確認処理は起動されたら、終了条件が成立するまで実行される。
しかし、終了条件が成立しなくても、指定された同期関係確認処理を他のプログラムから
中止指令を行うことで終了させることもできる。例えば、プログラム１とプログラム２を
並列に実行し、プログラム１内のあるブロックで同期関係確認処理を起動したとする。そ
の同期関係確認処理の終了条件の１つが、並列して動作しているプログラム２のあるブロ
ック終了時であるような場合、プログラム２のあるブロック終了を終了条件に知らせる手
段が必要となる。例えば、その手段として特定の信号を「１」にして、終了条件として設
定する情報は、この特定の信号が「１」であることを設定するようにすればよいものであ
る。又、プログラム２の中で同期関係確認処理を終了させたいブロックの直後で、指定し
た同期関係確認処理を中止することが可能であれば、前述のような通知手段を使用する必
要がなくなる。
【００３２】
　例えば、同期関係確認処理中止命令を設けて、この命令が読み込まれると同期関係確認
処理を中止するようにしてもよい。図１３は中止命令を行う指令フォーマットの一例であ
る。Ｇ６５ Ｈ５０１は同期関係確認処理中止命令を示し、Ｐ１は中止の対象となるのは
同期関係情報１であることを示している。同期関係確認処理の中止を受け付けると、対応
する同期関係確認処理を終了する。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明の一実施形態の同期制御装置の要部ブロック図である。
【図２】同実施形態における同期関係情報の説明図である。
【図３】同実施形態における同期関係確認領域の説明図である。
【図４】同実施形態における同期関係確認領域の説明図である。
【図５】同実施形態における一方のプログラムの例である。
【図６】同実施形態における他方のプログラムの例である。
【図７】同実施形態におけるプログラム実行処理のフローチャートである。
【図８】同実施形態における同期関係確認処理のフローチャートである。
【図９】同期関係確認動作指令の指令フォーマットの一例を示す図である。
【図１０】図９で示した同期関係確認動作指令を用いたプログラムの例である。
【図１１】指令位置に対する実位置を監視するようにするときの同期関係情報としての設
定例を示す図である。
【図１２】所定時間帯に指令に対する追従性を監視するときの同期関係情報の設定例であ
る。
【図１３】同期関係確認処理中止命令の指令フォーマットの一例である。
【符号の説明】
【００３４】
　１００　同期制御装置
　５０-1～５０-n　サーボモータ
　６０-1～６０-n　位置・速度検出器
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